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日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案第84号 工事請負契約の締結について（町道霞福塚線法面対策工事（下石

見２工区））

日程第４ 議案第85号 公の施設に係る指定管理者の指定について（道の駅にちなん日野

川の郷）

日程第５ 議案第86号 公の施設に係る指定管理者の指定について（農林業体験実習施設

ふるさと日南邑及び日南町緑地等利用施設緑の館）

日程第６ 議案第87号 公の施設に係る指定管理者の指定について（農林漁業体験実習施

設ゆきんこ村）

日程第７ 議案第88号 日南町職員の給与に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第89号 日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

改正について

日程第９ 議案第90号 令和４年度日南町一般会計補正予算（第６号）

日程第10 議案第91号 令和４年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
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日程第13 議案第94号 令和４年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第２号）

日程第14 議案第95号 令和４年度日南町下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第96号 令和４年度日南町病院事業会計補正予算（第１号）
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日程第１ 会議録署名議員の指名
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日程第６ 議案第87号 公の施設に係る指定管理者の指定について（農林漁業体験実習施

設ゆきんこ村）

日程第７ 議案第88号 日南町職員の給与に関する条例の一部改正について
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日程第13 議案第94号 令和４年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第２号）

日程第14 議案第95号 令和４年度日南町下水道事業会計補正予算（第２号）

日程第15 議案第96号 令和４年度日南町病院事業会計補正予算（第１号）

出席議員（10名）

１番 大 西 保君 ２番 岩  昭 男君
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５番 近 藤 仁 志君 ６番 荒 木 博君

７番 古 都 勝 人君 ８番 岡 本 健 三君

９番 坪 倉 勝 幸君 10番 山 本 芳 昭君

欠席議員（なし）
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事務局出席職員職氏名

局長 淺 田 雅 史君 書記 花 倉 順 也君

説明のため出席した者の職氏名

町長 中 村 英 明君 副町長 丸 山 悟君

教育長 青 戸 晶 彦君 総務課長 實 延 太 郎君

企画課長 島 山 圭 介君 建設課長 渡 邊 輝 紀君

住民課長 高 柴 博 昭君 農林課長 坂 本 文 彦君
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午前９時２２分開会

○議長（山本 芳昭君） おはようございます。

令和４年第７回日南町議会定例会を招集いたしましたところ、全議員御出席をいただ

き、厚くお礼を申し上げます。

先月２７日、１２年ぶりに行われました日南町長選挙において、中村町長におかれま

しては２期目の当選を果たされ、今後４年間町政を担っていただくことになりました。

健康に十分御留意いただきまして、日南町の発展、町民の福祉増進のためリーダーシッ

プを発揮され、進むべき指針を示していただきたいと思います。

ただいまの出席は１０名です。定足数に達していますので、令和４年第７回日南町議

会定例会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、タブレットの日程ファイルのとおりです。

タブレットの報告書ファイルをお開きください。地方自治法第１２１条の規定により、

本定例会に出席を求めた者は、１ページの報告書のとおりです。

本町の監査委員から、令和４年１１月１７日付をもって、地方自治法第２３５条の２

の規定による、例月出納検査の結果について報告がありました。

２ページから１２ページのとおり報告します。同じく、本町の監査委員から令和４年

１２月２日付をもって、地方自治法第１９９条第４項の規定による、定期監査の結果に

ついて、同条第９項の規定に基づき報告がありました。

１３ページから１６ページのとおり報告します。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（山本 芳昭君） 日程第１、会議録署名議員を指名します。

会議録署名議員は、日南町議会会議規則第１２５条の規定により、議長において、７

番、古都勝人議員、８番、岡本健三議員の２名を指名します。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（山本 芳昭君） 日程第２、会期の決定を議題とします。

今期定例会の会期は、さきに議会運営委員会に諮問し、答申を得ていますが、その会

期は、本日１２月６日から１２月１３日までの８日間です。

お諮りします。今期定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日１２月６

日から１２月１３日までの８日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、会期は、本日から１２月１３日

までの８日間に決定しました。

つきましては、今期定例会の運営について格別の御協力をお願いします。
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・ ・

○議長（山本 芳昭君） ここで執行部から発言を求められていますので、これを許しま

す。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 令和４年１２月の定例議会の開会に当たりまして、私のほうか

ら一言御挨拶をさせていただきます。

最初に、このたびの日南町長選挙におきまして、第２期の町政運営を担う結果を、町

民の皆様の御支援をいただきました。まずは、目の前の物価高騰対策、新型コロナ対策

を進めるとともに、社会の転換点である現在、将来を見据えた政策に取り組み、その実

現には共創、協働の取組が重要で、未来につなぐ持続可能な町づくりに向け、全力で邁

進していきます。

議会の議員の皆様方、町民の皆様には、格別の御理解と御支援をいただきますよう、

お願い申し上げる次第であります。

ここで、３点ほど報告をさせていただきたいと思います。まず１点目ですが、新型ワ

クチン接種状況であります。１１月の末の現在ではありますが、１２歳以上４回接種率

のほうが６⒍８％であります。オミクロン株の対応のほうですが、３⒉２％が状況であ

ります。１２月の集団接種、あるいは個別接種の予約状況でありますが、現在いっぱい

でありまして、１月でも引き続きその機会を設定する計画であります。

現在、県内におきましても、感染者数あるいはクラスターのほうが続いております。

感染対策の継続と前向きなワクチン接種を御検討いただき、年末年始を安心してお迎え

いただきたいというふうに思っております。

２点目ですが、先日農業研修生の来年度におきます面接を行いました。４人の応募者

がありまして、東京都あるいは米子市の御出身の方であります。全員内定とさせていた

だきました。これによりまして、来年の春の研修生は８人となります。今後も研修生制

度の充実に努めていきたいというふうに思っております。

３点目ですが、現在マイナンバーカードの交付の推進を図っているところであります。

今回、一般質問でも質問が入っておりますので、その中では詳細に報告をしたいという

ふうに思っておりますが、本日も集団的な受付という形を取らせていただいております。

住民の皆さん、町民の皆さんにはかなり受付のほうが高まっているというふうに思って

おりますが、一般質問の中で詳細はお答えさせていただきたいというふうに思っており

ます。

最後になりますが、本定例会に工事請負契約が１件、指定管理者の指定が３件、条例

の一部改正が２件、補正予算のほうが７件、上程をさせていただいてるとこでございま

す。御承認いただきますようお願い申し上げまして、１２月の定例議会開会の御挨拶と

させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

・ ・
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日程第３ 議案第８４号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの議案書ファイル２ページをお開きください。

日程第３、議案第８４号、工事請負契約の締結について（町道霞福塚線法面対策工事

（下石見２工区））を議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第８４号、工事請負契約の締結について（町道霞福塚線法

面対策工事（下石見２工区））でございます。

次のとおり、工事請負契約を締結することにつきまして、地方自治法第９６条第１項

の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、最初に工事名ですが、町道霞福塚線法面対策工事（下石見２工区）であ

ります。工事の場所でありますが、日南町下石見であります。

契約の相手方ですが、鳥取県日野郡日南町生山１１番地１、有限会社岡田建設、代表

取締役、岡田浩取。契約の取取ですが、 ５８８取取ち取うどです。取費取及び地方取

費取の込みの取取でございます。

契約締結の方法は指名競争入札。工期のほうでありますが、議会議決の日から令和５

年３月３１日まででございます。

以上、説明終わります。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより、本案に対する質疑を許します。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 教えていただきたいのは、落札率は何％だったんでし取

うか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊建設課長。

○建設課長（渡邊 輝紀君） 落札率でございますが、９⒈７％でございました。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 現在というか、この入札が２工区でそれでここの地域全

体では何工区まであって、完了予定はいつでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊建設課長。

○建設課長（渡邊 輝紀君） 昨年度から引き続き工事のほうはしておりまして、このた

びで大体終わる予定ではございます。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 確認ですが、ここの水路沿いのところの落石、前回がネ

ットしてあって、これでここの位置というかエリアは全て完了ということでよろしいん

でし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊建設課長。

○建設課長（渡邊 輝紀君） 現在のところはその予定でございます。
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○議長（山本 芳昭君） え、現在のところは終わり。終わり。違うよ、終わりじゃない

よ。町長、答えてください。

渡邊建設課長。何か発言、ランプがついとる。

町長、答えてください。（発言する者あり）

渡邊課長、訂正してください。

渡邊建設課長。

○建設課長（渡邊 輝紀君） 失礼いたしました。このたびが２年目ということですので、

もう１年で。あと、交付取等の予算の具合によって、実質年度のほうはまた今後検討と

いうことになりますが、あと１か年ということで予定はさせていただいております。訂

正をさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） そうすると、これが４年度の工事で、５年度交付取の絡

みもありますけども、次年度以降にそれは次年度以降、取取のこともあるので何とも言

えない部分もあります。１工区、工種としては１工区出たらそれで完了というふうに捉

えてよろしいでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊建設課長。

○建設課長（渡邊 輝紀君） 一応そのようには考えておりますが、交付取というもので

取取によっては工区を分けてということも、状況によってはあり得るかというふうには

思っております。

○議長（山本 芳昭君） ち取っと違うと思うけどな。町長それでよろしいですか。続き

でし取。続きでやる話でし取。今の答弁は違いましたよ。（発言する者あり）

中村町長。

○町長（中村 英明君） ち取っと改めてという形で説明させていただきたいと思います

が。御案内のように、第１工区が完了しておりまして、今回の工事が第２工区という考

え方です。残りのエリアがありますので、そこについては基本的な考え方として、第３

工区として完了したいという方向では考えて、基本的には考えておりますのでお伝えを

したいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 工期が、工事の工期が来年の３月３１日までということ

ですが、今年は大雪というような天気予報も出ております。それで、工事期間中の通行

規制について教えてください。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊建設課長。

○建設課長（渡邊 輝紀君） 現在のところは、通行規制、支障のある部分については行

うようにしておりますが、今後、通行止め等につきましては、また協議のほうをしてい

きたいと思います。基本的には、車のほうは通して工事のほうはできるところをやって

いきたいというふうに思っております。
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○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 工事内容については、防護ネットみたいな落石防止ネッ

トの工事みたいですが、取取はかなり ０００取トえた大きな工事でありますので、か

なり大規模な感じになるんじゃないかと思います。通行止めに関しては、やはりこの道

路に関しては結構通行量があるように私は思いますので、十分考慮して工事をしていた

だきたいというふうに思いますが、どうでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御案内のように、前回の１工区もそうでしたけれども、いわゆ

る町道に即のり面が工事場所が隣接してるという場所であります。ですから、工事の進

捗の安全性とそれと併せて交通に係る安全性、両方を担保できる形という中で請負業者

と協議しながら、仮に通行止めっていう話になりますと事前な周知徹底を図りながら、

安全な工事の完成に向けて推進をしていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第３、議案第８４号、工事請負契約の締結について（町道霞福塚線法面対策工事

（下石見２工区））の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第８４号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第４ 議案第８５号 から 日程第６ 議案第８７号

○議長（山本 芳昭君） タブレット４ページから。

日程第４、議案第８５号、公の施設に係る指定管理者の指定について（道の駅にちな

ん日野川の郷）、日程第５、議案第８６号、公の施設に係る指定管理者の指定について

（農林業体験実習施設ふるさと日南邑及び日南町緑地等利用施設緑の館）、日程第６、

議案第８７号、公の施設に係る指定管理者の指定について（農林漁業体験実習施設ゆき

んこ村）、以上、指定管理者の指定関係３議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第８５号、公の施設に係る指定管理者の指定について（道

の駅にちなん日野川の郷）であります。

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定することにつきまして、地方自治法第
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２４４の２第６項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

指定管理者の名称ですが、株式会社サクセス、代表取締役、和泉亨。住所ですが、香

川県坂出市西大浜北２丁目１番地１１号。管理を行わせる施設の名称及び所在地ですが、

道の駅「にちなん日野川の郷」。場所ですが、日南町庄山３８６番地でございます。管

理を行わせる期間ですが、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日。管理業務の範

囲です。３つありますが、最初に道の駅にちなん日野川の郷施設の利用に関する業務。

２つ目が、施設及び設備の維持管理に関する業務。３つ目ですが、施設の運営に関する

業務のうち、町長が必要と認める業務。

次に、利用料に関する事項でございますが、道の駅にちなん日野川の郷の設置及び管

理に関する条例第１８条第３項の規定に基づき、利用料取を指定管理者の収入として収

受させる。以上の内容でございます。

続きまして、議案第８６号、公の施設に係る指定管理者の指定について（農林業体験

実習施設ふるさと日南邑及び日南町緑地等利用施設緑の館）でございます。

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定により、本議会の議決を求める内容でございます。

内容ですが、指定管理者の名称です。テック株式会社、代表取締役、上村勝文。住所

ですが、大阪府大阪市中央区船越町１丁目３番５号、マーキュリー愛晃ビルの４０２号

であります。管理を行わせる施設の名称及び所在地ですが、農林業体験実習施設ふるさ

と日南邑及び日南町緑地等利用施設緑の館でございます。日南町神戸上２９６２番地１

でございます。管理を行わせる期間でございますが、令和５年４月１日から令和１０年

３月３１日まででございます。管理業務の範囲ですが３つでございます。最初に、ふる

さと日南邑施設の利用に関する業務。２つ目が、施設及び設備の維持に関する業務。３

つ目が、施設の運営に関する業務のうち、町長が必要と認める業務でございます。

次に、利用料に関する事項ですが、ふるさと日南邑の設置及び管理に関する条例第８

条の規定及び日南町緑地等利用施設の設置及び管理に関する条例第７条の規定に基づき

まして、利用料取を指定管理者の収入として収受させる。以上の内容でございます。

続きまして、議案第８７号、公の施設に係る指定管理者の指定について（農林漁業体

験実習施設ゆきんこ村）でございます。

次のとおり、公の施設に係る指定管理者を指定することにつきまして、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。内

容ですが、指定管理者の名称ですが、株式会社創環、代表取締役、北村道明。住所です

が、鳥取県西伯郡南部町寺内６０４ー１。管理を行わせる施設の名称及び所在地、農林

漁業体験実習施設ゆきんこ村、日南町下阿毘縁４７８番地であります。管理を行わせる

期間でございますが、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日。管理業務の範囲で

すが、最初にゆきんこ村の利用に関する業務。２つ目が、施設及び設備の維持管理に関

する業務。３つ目が、施設の運営に関する業務のうち、町長が必要と認める業務であり
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ます。

利用料に関する事項でございますが、日南町ゆきんこ村の設置及び管理に関する条例

第８条の規定に基づきまして、利用料取を指定管理者の収入として収受させる内容でご

ざいます。

以上、説明３議案でございます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより、各案に対する質疑を許します。

まず、議案第８５号の質疑を許します。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いろいろ検討されて出された資料について、二、三お聞

きしたいんですが。まず１点目は、この道の駅できてＣＯ２ 排出ゼロと１品１取という

ことをコンセプトにされたわけです。この中で、１品１取が全く出てこない。そして今

現在は、当初トマト加工もレストランも、それからイベントする場合も１取という話で

したけども、今の状況でこの１品１取は指定管理されるところにどのような認識をされ

てるのか、また町としてその辺はどう考えておられるのか。１品１取についてお伺いし

たいんですが。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 現指定管理者につきましては、１品１取、取費者の方から

１取をお預かりをしてということで受けていただいております。最終的には、それでＪ

－クレジットのほう購入していただきまして、そのお取は最終的に日南町の森を育てる

新植の経費に充てさせていただいております。この理念について、理解をしていただき

まして、１品１取を受け取っていただいてるという状況で、引き続きこの制度を町とし

ても継続していきたいというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） せっかく、すばらしいプレゼンテーションいうんですか、

事業計画を出されてます、５年間。中身を見ますと、大変すごいなという印象をまず持

ちました。ただ、１品１取の位置づけが例えばインターネットでやる場合でも維持する

のかどうか、その辺が明確なのかあえて聞いたわけですが。

ち取っともう一つ観点変えまして、やはり道の駅の運営する会社自身の母体等の経営

状況が大変安定しておれば大変いいわけです。それで、この中の資料でいきますとち取

っと教えていただきたいのは、売上財務状況のこと書いてあります。売上高が２５億取

で当期純利益が５５０取となりますと、計算上は純利益が２％ぐらいになると思うん

です。これでどうのこうのじゃないです。ただし、粗利は３２％あるという財務状況を

見てどう思われたのか。そして、下のほうに今後の経営方針で、全国で２０店舗の売上

げ３０億取ですので、財務状況のここの上では２５億取売上げで、３０億取ってことは

あと５億取上積みすれば、全２０店舗でいけるのかどうか。その辺は、どのようにこの

資料を見られてどう町としては見られたのかお聞きしたいんですが。
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○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 指定管理者につきまして、現在の経営状況につきましては、

道の駅の事業のみで事業を行っている事業者でございませんので、２５億取というとこ

ろがあったかと思います。純利益のほうは５００取というところではあるんですけども、

コロナ禍において若干上下することはあったけども、経営については引き続き安定をし

ているということは言っておられましたので、この取取が少ないというふうに思われる

面があるかと思いますけども、町としましては安定して経営をしていただけるというふ

うに考えております。

将来的に、２０の道の駅を受けてというところで説明をされました。現在、日南町の

道の駅をはじめ、あと残り２つ運営をされております。来年の４月からはもう一つ追加

をされるということで、引き続きこの地方創生事業として拡大をしていきながら、各道

の駅の特色を生かしそこを共有するような形で、この事業を展開していきたいというふ

うに言っておられましたので、２０億取でこの事業で３０億取を目指されるというふう

に認識しております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ということで、来年１つの道の駅をして４店舗ですね。

ここに書いてあるのは、今後の方針として全国で２０店舗ということですので、相当な

数が増えるわけです。そして売上げは３０億取の目標。現在２５億取で、今後１７店舗

増えて５億取しか残らないんですか。この整合性はどうなんでし取う。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） ここで言われてる３０億取につきましては、この道の駅事

業で３０億取を目指されるというふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、純粋に考えてください。この会社は、これ以外に

ここに書いてある建設であるとか建設設備とか携帯電話事業、トータル入れて３０億取

じゃないでし取うか。それ今まで２５億取だったわけです。そして、将来的には２０店

舗にして３０億取目指すと。いえば５億取プラスなわけです。道の駅で私、ふっと思っ

たのが３店舗で２５億はあり得ないし、どうです、農林課長、ち取っとおかしいんじゃ

ない。整合性取れないでし取。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 全国で２０店舗というところで売上げということになりま

すので、その中では３０を２０で割りますと、１つの道の駅で⒈５億取程度の売上げを

目指すということになるかと思いますので、今のサクセスの事業の中では、全体の売上

げが２５億ということではありますけども、説明をされた中では、道の駅事業で売上げ

のほうを３０億取を目標に店舗も増やしていくというふうなイメージで受け取っており

ます。
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○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 農林課長は、そのような説明を受けておられるわけです

ね。現状は売上げ２５億取です。そのうち道の駅、私のね定ですよ。たった１億 ００

０取をされたら４億か５億です。あと２０億は、建設設備とか携帯事業やっておられる

わけですよ。ですし今後、道の駅を今現在３店舗から２０店舗、持っていくためにそう

すれば２５億や３０億になります。と、理解したんですけども、そうじゃないですか、

農林課長。今ち取っと説明おかしいでし取。私の言ってる意味分かりますか。

○議長（山本 芳昭君） どげって言やいいかな。難しいな。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 説明の資料あたりとの不突合的な感覚というところで御指摘い

ただいたというふうに思っております。現在、全国で道の駅がもう千何ぼできておりま

すという状況があります。統計的に見ると、いわゆる単純計算の平均ですが、２億取ぐ

らいが１つの店舗の状況であるというふうにお伺いしております。道の駅に応じては、

それ以上のところは当然あるというふうに思ってますし、うちのような平均値の２億を

下回る施設もあります。そういうことを鑑みると、将来的に２０店舗っていう話の計画

がね定されてるっていう提案をいただいたという話でありますので、単純に言えば道の

駅だけで３０億取を目指す、将来的な目指すという考え方というのが、こちら側の受け

取り側という話だというふうに思っております。

御案内のように、本業、本業というのはおかしいですが、それ以外の営みをされてる

事業者でもありますので、それをトータルするとそれ以上の取取になるっていうことは

ね定できるというふうに思っておりますが。今回の資料で、説明を受けた皆さんから見

るとそういう考え方ではないのか、冒頭申し上げました考え方ではないのかなというふ

うには思っておるとこであります。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 経営方針で２０店舗で３０億、今言われるように１店舗

⒈５億とすればこれは整合性あると思うんです。私は、現状の財務状況で売上げはもう

２５億ですと。これ現在３店舗ですから、単純に⒈５としたら５億になるわけですよ。

あと２０億は別の事業でし取うと、それを聞いただけで。正しく財務、現状の財務状況。

あ、安定してる会社だなと、そして道の駅の運営についても、多少波は来てもきっちり

とした会社だなということを理解したいわけですよ。だから、そこのち取っと、もう一

遍確認なんですよ。だから最初の私のね像ですよ、この資料からいくといろんなもとも

との事業は２０億ありました。道の駅３店舗やってますと、日南の。そしてそれは、ト

ータルすると誤差ありますけど５億ですよと。これを聞きたかったわけですよ。どうで

し取うか、農林課長。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） すいませんでした。ち取っと勘違いをしておりまして。議

－１２－



員おっしゃられたとおりというふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 私も幾つか確認させていただきたいんですけど。まず１

４ページ、カーボンオフセットのことについてなんですけれども、電気については恐ら

く使用する電気会社を替えるということだと思うんですが、現在どこの電力会社を使っ

ててどこに替えるのかということと、それから電気を再生可能エネルギーの会社に替え

たとしても、１割も満たないくらいかもしれませんけれども、ガスと自動車の利用、こ

れでやはり二酸化炭素排出があるんですが、その辺りはどのように考えていくのか、そ

の２点をまず教えてください。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 現在の電気の購入は、中国電力のほうから購入をしている

というふうに考えております。新しく新電力といいますか、そちらのことにつきまして

は、まだ具体的なものは伺っておりませんので、どこというところは具体的なものはな

かったというふうに思っております。道の駅の運営の中で、一番大きいものが電気の使

用というふうになってるかと思いますので、こういったところからまずされながら、ま

た車等のＣＯ２ の排出につきましては、こちらについては今のところＣＯ２ 排出ゼロの

道の駅ということで、町のＪ－クレジットのほうを活用して、オフセットをしていると

いうような状況になっております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） そうすると、電気のほうは新電力で、例えば今、この写

真出てる若松川発電所だと、ローカルエナジーさんに売電してるようですけれども。例

えばそういったところを使われて、その残りの分はやはりクレジットを使ってオフセッ

トしていくというそういう考え方で、分かりました。

それであと次、１８ページになります。農遊コンシェルジュのことが書いてありまし

て、出荷者協議会の方の中から会員の中から、農遊コンシェルジュをここでは雇用をさ

せていただき、というふうに書いてあるんですけれども、ただ後のほうの雇用のリスト

が表が出てるんですが、その中で農遊コンシェルジュのことが書いてなくて、これはど

うなんでし取う。町で雇用するということなのか、それとも単にリストから落ちてるだ

けなのか、ち取っとその辺が分からなかったですけれども。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） この農遊コンシェルジュというのは、サクセスのほうで雇

用される方になります。町のほうでは雇用はいたしません。雇用という格好で、なかな

か終年というのも難しいところがありますので、パートであったりお一人ではなく複数

名であったりとかいう形で、これから出荷者協の中でこういった役割を果たしていただ

ける方がいないかということで、検討されていくというふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。
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○議員（８番 岡本 健三君） 分かりました。サクセスさんのほうで雇用されるという

ことで。

それから、３９ページになります。収支計画書で、一番後ろの下から２番目の欄に、

町返納取等ということが書いてありまして、年度によってだんだんこの町返納取が５０

０取から ０００取、 ０００取、 ２００取、 ２００取というふうに増えていくん   

ですが、これはどういったものか、指定管理料の一部というか約半分くらいを返してい

ただけるという、そういうことなんでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的な考え方として、議員の発言のとおりだというふうに思

っております。経営実態に応じて、指定管理委託料、今交付するような考え方で整理さ

せていただいておりますので、黒字というところが継続的に見込めるっていう話になれ

ばその委託料を減取する、いわゆる返すと言やあおかしいですが、そういう決算書の整

理の仕方というふうに、私どもも理解をしておるとこであります。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） そうすると、その辺りはどういう条件だったら幾ら返す

とかっていうのは、契約の中に盛り込まれるというふうに考えればいいんでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的に、現時点では赤字っていうところが現状でありますの

で、基本的な考え方として、そういう形のものは確認をさせていただきたいというふう

に思ってますし、年度が終わらないと分からないっていうところの決算でありますので、

その辺の捉え方については、今後、指定管理者のほうと詰めていきたいというふうに思

っております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） そうすると、じゃあ指定管理料なしで黒字になって初め

て返納取が生ずるということなのか、それともどうなんですか、その辺、これから詰め

るって言われたんでこれから詰めるのかもしれませんけれども、どうなんでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 現行では、条件的なところはお示しさせていただいてるってい

うふうに思っております。それが基本的な条件です。ただし、結果として好転的な数字

が経営数値が確認できた段階では、その一部を返させていただくっていう考え方を事業

者とすれば考えてるっていう状況でありますので、その辺はこれから詰めていきながら、

来年の４月の再度の指定管理の中で詰めていきたいというふうに思っております。

具体的なところは、基本的な考え方はそういうことだというふうに認識しております

ので、あと、事務的な話につきましては、これから詰めていきたいというふうに思って

おります。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

－１４－



○議員（５番 近藤 仁志君） 再度確認させていただきますが、今までやっておられま

した１品１取というのは、継続してまた採用していくということでよろしいですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には継続という形でお願いをしたいというふうに思って

ますし、その考え方も事業者側もその考え方を持っていただいてるというふうに思って

おります。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） いや、それでこの１品１取という考え方に異議を唱える

つもりがないわけなんですが。ある出荷者協の方からの話ですけど、出荷者協の方が陳

列棚に陳列してるときに取費者の方が来られて、１品１取はどのように使われています

か、何に使っておられますかと言われたときに、その陳列していた集荷者協の方が大変

困惑したと。何も報告がないと、その出荷者協には。そういった取組はどのように今考

えておられるのか、やっておられるのかお伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） この１取の取組につきましては、スタート時からさせていただ

いてるというふうに思っておりますが、いずれにしても直売所あるいはレストランもそ

うですけれども、１取の取組の趣旨っていうところは、いずれにしても改めてそういっ

た状況があるようであれば、出荷者協の中でも確認させていただきながら、使途も含め

てそういった内部の確認を充実させていただきながら、それこそ１取についてのＰＲと

いうところも併せてやっていきたいなというふうに思っております。ですから、少し道

の駅が発足してから少し期間を過ぎておりますので、そういったところの啓発の、どう

いいますか軽減が今の状況かなというふうにお話聞かせていただきましたので、改めて

その辺は徹底をしていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） ほんに強くお願いしたいと思います。出荷者協に対して

でもありますが、買われる方がその１取を喜んで払ってもらえるという報告書というも

のを、要するにこの１年そんなに大きな取ではないかもしれませんけど、それをもって

どういった事業を日南町でやりましたよというのを、パネルでもして、やはりレジ前の

ほうに展示するということは大変大事なことだと思うわけなんです。

それと、出荷者協に対しても内部資料として、こういうことに使いました、今後こう

いうことに使いますということは、やはり資料として、口頭でなしに資料として提示す

る必要が自分はあると思います。その点の、そういった取組についてはどのようにお考

えですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 議員おっしゃるとおりだというふうに私自身も思っております

ので、そういったところ徹底をしていきたいというふうに思ってますし、前道の駅にち
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なん日野川の郷は、そういったところのどう言いまし取うか、特色ある道の駅の一つの

ＰＲだというふうに思ってますので、継続も含めて内部の啓発あるいは外部の啓発も含

めて、今後もさせていただくことをお約束申し上げたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） それと、５年前と同じ会社の方が委託を受けられるわけ

なんですが、５年前の事業計画書に対して大変斬新な事業計画書で、期待も大いにあっ

たわけですが、いざこの５年間あまりそんなに変わったことないなという残念感のほう

が多く残りました。そういった意味で、この５年間の総括として、町のほうは５年前の

事業計画書に対する総括はどのように感じておられるのかお伺いしたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御案内のように、５年間の中で物を販売する、あるいは食事を

提供する、そんな営みの中でやはり一番大きく影響してきたのは、やっぱり新型コロナ

の関係の来場者的なところだろうというふうに思っております。ですが、とは言いなが

らできる範囲の中で様々な取組をしていただいてるっていうふうには、そういう部分も

あるというふうに思っております。

例えば、今でも販売あるいは好評だというふうに思っておりますが、ケーキだとかそ

ういったところのつくりを、新たなものを設備投資されながらあるいは人員配置もしな

がら、今現在進められておられます。あるいは、レストランについても少し、どう言い

まし取うか一般的からいくと少しボリュームがたくさんあるような食事提供方法がされ

ておったりっていうようなところもあったりしますので、総体的に申し上げますと、頑

張っていただいてきた、いわゆる頑張ってあるいは耐えてきた会社というふうに、私自

身は評価をさせていただいております。

ですから、他の道の駅も運営をされておりますので、そういったところも知見もさら

に高めていただきながら、日南町の道の駅のほうも相乗効果という形の中で拡大をして

いただきたいという思いがあるし、期待もさせていただいてるとこであります。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 最後に１点ほどお伺いします。５年前の当初から大いに

期待してたのが、出荷者協の出荷されたものを買取り販売をするというのを、大変出荷

者協のリスクを抑える意味で大変期待していたわけなんですが、この計画書では、現在

店名を出すのが適当でないかもしれませんけど、島根、要するに松江圏内、米子圏内の

ほうに買取り販売してるという報告ですが、これはいつ頃から始められたのか、開始さ

れた時期が分かりましたらお示し願いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 具体的に、いついつということではないんですけども、昨

年の９月頃から秋頃の野菜を中心に、販売に出向いていかれるというような形で買取り

をされております。まだ、量としては少ないというのが現状でありますけども、この取
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組については引き続き拡大する方向で進めたいというふうに、この指定管理の選定のと

きにも言っておられましたので、町のほうもやはり議員おっしゃられたとおり、買取り

という部分が増えてくれば、出荷者協のほうも安心して出せるというところがあります

ので、この点については期待をしているところでございます。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 最後ですけど、この計画書は大変立派な計画書で、大変

町にとっても貢献しますよという計画書であります。やはりこの計画書を、やはり行政

として委託した限りは、今後十分チェックしながら事業の成功につなげるようにやって

いただきたいと思いますが、その辺、町長お話をお聞かせ願いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） どう言いまし取うか、計画どおりにあるいはそれ以上にってい

うところを、私自身も期待をしております。新しい取組の提案もされておられますし、

またアプリあたりを使った形での展開とか、そういった新たな取組も加わっております

ので、そういった意味でアプリあたりは本業の営みの一環でもありますので、そういっ

た強みを発揮していただきながら、より日南町のお米だとか野菜だとか出荷者協が提案

されるものをより高いか、比率的にも高く、直売所の比率が５０から６０の間っていう

ところが現状でありますので、それをより高めていただくっていうことも含めて、さら

に打合せしながら強力なお願いもしていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ち取っと基本的なことを伺いますけれども、今回この指

定管理者を指定するという議案でございますけれども、今回の指定管理に当たりまして

応募は何件あったんでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） サクセスも含めて２者であります。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ２者の中では、サクセスのほうを選ばれたということに

なっておるんですけども、このサクセスのもう１者と比較して何が優れていたのか、魅

力的な点、評価の高かったもの、そういうようなところを何点か教えていただけたらと

思うんですが。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今回２者の応募がありまして、審査のほうをさせていただ

きました。サクセスのほうが優れていたというところは、やはり両方とも県外の事業者

さんというところもございまして、日南町のほう５年というところですけども、よく知

っておられるという部分と、具体的な計画が現在やっているものの踏襲の部分もござい

ますけども、そういうところがあったというとこと、他の道の駅の経営もされておりま

すので、そういったところの部分を使って、町長も先ほど言いましたけど、相乗効果を
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得られる点というとこですね。それや、日南町のほうどうしても冬場になると野菜のほ

うがなくなってきます。それにつきましては、現状で鳥取西部農協等と連携をして、野

菜をできる限り、町内産はなかなか出てこないとしても、鳥取西部の管内のものを販売

するというようなところで、具体的な案が出てきておりましたので。

もう１者のほうは、なかなか具体的なところが出てきてなく、こういうことをやりた

いということはあったんですけども、具体性においてサクセスのほうがより高かったと

いうようなところで、今回はサクセスのほうを選んでおります。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） あまりぱっとしないというか、高評価、これだぞという

力強い言葉ではなかったかなと思うんですけれども。ちなみにもう１者、これは感覚的

なことになるかもしれませんけれども、もう１者と比較してサクセスさんと、１００点

としたら何点と何点だったかち取っと評価のところを教えていただきたいと思いますが。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ち取っとまあ、点数的には申し上げにくいなというふうに思っ

ておりますが、私の判断も含めてですが、審査会の中で審査それぞれ何人かおられます

ので、トータル的にどう言いまし取うか、今提案の事業者のほうが高得点だったという

ことだけはお伝えすることができるかなというふうには思っております。

ですから、点数の差っていう話ではなくて、トータル的な総合評価として、こちらの

ほうの会社のほうが上回ってたということの判断をさせていただいたとこであります。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 計画を見ましても、本当にすばらしい計画を立てていら

っしゃいますけれども、ち取っとその中で気になるとか、ち取っとポイントかなと思う

のが、２５ページの下段のほうの餅の加工販売という項目があります。この中に、餅の

販売 ０００取取を目標にということを書いてあります。この ０００取取という取取 

っていうのは、令和３年度の実績でいきますと、それに匹敵する取取になるわけなんで

す。ここまでの取取を見込まれてるという、その数値は書けばそれが評価の対象となる

のかもしれませんけれども、ある程度根拠的なものを押さえられてますでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） ０００取取という目標を立てておられます。これの具体

的な積み上げの根拠というものはなく、新庄の道の駅のほうでひめのもちの加工１億取

というところで、今回こういうふうに日南町の餅は非常においしいと。できれば、提携

するよその道の駅でも日南町のひめのもちを販売したいということはおっしゃられまし

た。その中で、現状町内に餅の生産団体があるかと思うんですけども、そこについては

なかなか規模拡大であったり現状以上つくっていただくっていうことが正直できないと

いうところで、そうであるならば自社で餅の製造部門もつくって、日南町の餅を広く全

国のほうに発信していきたいというところで、具体的な積み上げということはありませ
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んでしたけども、 ０００取の目標をんげて餅を売りたいということはおっしゃられま

した。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 非常に大きな取取なんで、ウエートとしても売上げの最

終的にいっても半分は占めるような取取になるわけでして。ちなみに、取取は言われた

数字かなっていうようなイメージなんですけども、今は町内で、この辺の数値っていう

のはある程度やっぱりこれだけ大きな数字っていうのは、根拠をやっぱりある程度見て、

やるべき数字だと思うんです。ちなみに、町内で今、餅の販売の取取とかいうのは押さ

えられてますか。生産量もですけれども、販売取。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 具体的に押さえてはおりませんけども、町の関連する施設

のところでは、年間 ０００取ぐらいのお餅の売上げをされてるというふうに認識して

おりますので、餅の事業者が数団体ありますので、日南町でも ０００取とかから ０ 

００取ぐらいの餅の売上げを上げておられるのかなというふうには感じております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 餅のことばかりであれなんですけども。今度施設の中に、

別な施設に機械を加工施設をつくるというようなイメージですけれども、これっていう

のは経費のほうでやっぱり見込んでしっかりその部分というのは入っとるもんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今後の取組としての計画っていう形でありますので、具体的に

は計画数値の中で費用っていうところは盛り込んだ内容ではないというふうには思って

おりますが、基本的にはその独自の捉え方の中で、自分たちで設備投資しながら、町内

のモチ米を購入しながら、生産加工して販売していくっていう捉え方であります。

以前からって言やあおかしいですが、数年前から日南町はウルチもおいしいですけど、

モチのほうもＪＡさんからいくと、鳥取県内では日南町が指定の地域でありますと。そ

んな話を意見交換の中で以前させてもらってた経過がありますので、そういったところ

も踏まえて新たな取組の１つとして計画したいという内容だろうというふうに思ってお

ります。町内の餅、確保されてる皆さんがおられますけれども、割と年末年始で終わり

というような状況が現状かなというふうに思っておりますので、それから次の先のとこ

ろも狙いをつけながら日南町の米を利用した、あるいはおいしさをＰＲということも含

めて計画されたというふうに私自身は認識しておりますので、ち取っと数字的な根拠っ

ていうのは御指摘のようにまだ把握し切れておりませんが、それだけのイメージは持っ

ておられるという、それだけ頑張りたいということの裏返しの考え方かなというふうに

は思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） サクセスさんは向こう５年間の指定管理を受けるために
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本当にいろんなプレゼンテーション、膨大な資料で写真つきでとても分かりやすく提示

されておりますが、同僚議員も先ほど質問された例えばモチ米のこと、それから集荷の

こと週３日集荷して歩くという方針を持っておられます。それと観光農園のことについ

てち取っと今現在気がついた点をこのプレゼンの中で本当にしっかりやれるのかなとい

う疑問を私抱いていますけども、この点について示していただけないでし取うか。モチ

米確保のこと、要するに町内の業者が今現在数社ありますけど、いろいろと町内に、そ

れとモチ米の農協の出荷する約 ０００取で３０キロ、れ算取ですけども、そういうこ

とと加工することによっての、道の駅で加工販売されるということが町内の経済循環に

どのような波及効果があるのかということも含めてち取っと示していただきたいと思い

ますし、それからち取っと気になるプレゼンの字句があるんですよ。

日南町で唯一ＪＡさんが買っていただけるのがモチ米でという文言ですよね。ＪＡは

コシヒカリともちろんヒメノモチも買い取っていますけども、この語句の意味について

ち取っと説明をしていただけないでし取うか。サクセスに直接聞けばいいのかもしれま

せんが、執行部の皆さんはこの業者を選ばれたわけですから、どうでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 冒頭の循環取っていうか、それにつきましては日南町から見る

と町内の農家の皆さんがモチ米を生産されるっていうところに寄与するっていうふうに、

それの拡大になるのかっていう話だろうというふうに思っております。ただ、仕入先を

直接するのか、あるいはＪＡを通して購入されるのかっていうところはこれから詰めて

いく必要性があるというふうに思っとりますが、いずれにしても御案内のようにすぐす

ぐできるもんではないので、あらかじめ予約的な契約的なところっていうところの予約

部分がこれから必要になってくるんだろうというふうには思っていますので、それが５

年産に影響になるのか、６年産になるのかっていうところは少しずれが生まれてくるか

もしれませんが、いずれにしてもその取組をしたいということでありますので町内での

モチ米の生産の面積、あるいは生産高っていうのは増えてくるっていうふうに思ってい

ます。

ですから今、ＪＡさんが今回の場合は ０００取というのが買取り価格だったという

ふうに認識しておりますけども、私からすれば、それ以上の取取で農家からの購入って

いうのを最低限の前提というか、そんな話は私のほうからでも進めていきたいなという

ふうに思っております。

２つ目につきましての文章の関係でありますが、これ多分間違っているというか、先

ほど私が申し上げましたように農協さんのほうで県内でモチ米の作付の指定をしていた

だいてるのが日南町という意味で書いていただいているっていうふうに認識しておりま

すので、ち取っと文章の表現は間違ってるのかなというふうに思っています。先ほど申

し上げましたように意見交換の中でそういう実態があるのでそういう利活用はどうでし

取うか、ぜひ考えてくださいという話を以前からしてたので、そういうのがち取っと間
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違った理解の表現になっているのかなというふうに思っていますので、多分私の感覚で

は、先ほど申し上げた内容の表現というふうに御理解いただいたほうがいいかなという

ふうに思っとります。

○議長（山本 芳昭君） たくさん言われましたので、久代議員、１つ順番で聞いてやっ

てください。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 分かりました。ち取っとモチ米のことを町長答弁されま

したので、具体的にじゃあ、令和５年度、作付を日南町のモチ米を増やす計画が農林課

のほうがよく分かるとは思いますけども、来年度はまだ種もみの関係もあって決まって

ない部分があるとは思いますけども、例えば道の駅に限定した場合にモチ米加工で道の

駅は原料を買ってくれると。だから農協を通してでもいいですし、道の駅に直接持ち込

むとかいうほうが、具体的な手だてが何かもし描いていられれば教えてください。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御案内のように今回計画書の中の指定の議決案件であります。

ですから、もし２ついただいた段階でサクセスのほうが設備整備、投資もしていかない

といけないという話にもなりますので、その時期あたりのスケジュール感というのは今

後詰めていくという話になると思います。それによってどの時期のものが何年産から具

体的にスタート、あるいは初年度は少しかもしれませんが、２年で見れば目いっぱいと

かそんな形になるんだろうというふうに思っていますので、そういったところは今後、

具体的な指定管理が認められた段階でのスケジュール感、あるいは詰めていく内容だろ

うというふうには思ってますが、最終的には町内でのモチ米の生産量、それを伸ばして

いくということに貢献ができるだろうというふうに思っとります。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） あと、集荷のことですよね。山の上の方面、特に遠距離

のとこについては集荷をやるということを明記されてますけども、どうでし取うか。

それと、あと１点は……。

○議長（山本 芳昭君） 集荷に絞ってやってください。

○議員（４番 久代 安敏君） １つずつ。分かりました。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） サクセスさんもやはり町内産の野菜だとか、加工品だとかそう

いったものをやっぱり仕入れていくっていうために、やはり今までの５年間の動きの中

でやっぱり出向いて集荷していくっていう必要性を感じておられた、あるいは今までも

少しずつですけど、検証的なところの取組もやってこられたというふうに思っておりま

すので、それでそういう経験値を生かしながら今後のためにはやっぱり持って出てもら

うっていうことが基本であったわけですけど、取りに行かせてもらうという考え方も組

み入れていくっていう考え方に変わってきてるっていうふうに思っておりますので、出
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荷者協のそれぞれの皆さんの状況を鑑みながら、そういった出向いていくという考え方

を高めていきたいという考え方だというふうに認識しておりますので、農家の皆さんに

とってはそれはありがたい話かなというふうには思っていますので、それをぜひとも進

めていただきたいというふうに私自身は思っとります。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 高齢化が進む中でやっぱり自分で運転して出られる人は

いいかもしれませんが、集荷というのは、やっぱり本当に道の駅を地元の野菜等で繁盛

させるためには本気で集荷体制を考えてもらって、そのためには町も一定の支援をして

いくべき、恐らく集荷する運転手も必要だし車屋も必要だし、考えていく必要があるの

ではないかなと思います。それは意見として申し上げます。

あと、観光農園として ０００平方メートル、約４あのことも明記されています。実

際に現時点で観光農園というのはこの表現によると、現に農業をされている方が一定の

活動をしておられるようなことも書いてありますけども、実際に道の駅として観光農園

をという考え方について説明していただけますでし取うか。計画ではありますけれども、

よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） サクセスの言われる観光農園としましては、現在よその道

の駅になるんですけども、そこで収穫体験を味わっていただくということで、トウモロ

コシの刈取りといいますか、収穫をしていただくということをされるということでした。

日南のほうでも、やはり出荷者協の皆さんとお話をする中でだんだんと作る面積を減ら

さんといけんとか、農地が余るだよというような話をされたときに、できればこの道の

駅の近くのほうで農地が余るようであれば、サクセスのほうでお借りをして観光農園と

いう形で日南町に来て店に並ぶ分もあれば、収穫体験とイベントの１つとしてそういっ

たことをやっていきたいというようなことを言っておられました。

職員の方も町内の方で農家をされている方も今おられますので、そういった方が指導

者として観光農園運営しながら道の駅の１つのコンテンツとしてそういったものを使っ

ていきたいというようなことを言っておられました。まだ具体的にどこどこの土地をと

かっていう詳細なことはありませんでしたけども、他のところでもそういったところを

始めておられるので日南のほうでもやりたいという希望でした。

○議長（山本 芳昭君） よろしいですか。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 今までの質疑の中で繰り返されたことに重複する面もあ

ろうかと思いますけども、まず観光農園の農地の賃貸借についてはどういう方法でされ

るんでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） そこまで具体的にどうやって借りるとかっていうことはま
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だ説明の中でされませんでした。審査員のほうからもそういった具体的な質問のほうし

ておりませんでしたので、どうやって貸借されるということについてはまだ未定という

ところがありますけども、来年度以降制度が変わっていくというお話もありますので、

制度に沿った形でそういった農地をお借りしたいということだというふうに認識してお

ります。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 農業委員会事務局にお聞きしますけども、こういった企

業が農地を借りて農業を始める場合の手続としてどういう方法がありますか。また下限

面積３０アールは適用されると思いますがどうでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 橋農業委員会事務局長。

○農○○員会事務局長（ ○ 裕次君） 先ほど委員からお話のありました農地法の関係

でございます。来年の４月から農地法に関連する法律が大きく変わるということで農業

者の方が農地の貸し借りをされるという取扱いがかなり緩和されるというような予定に

なっておられます。

先ほど議員がおっしゃられました下限面積でございますが、現在、日南町で定めてお

ります下限面積の基準が来年の４月から撤廃されるというような報道等もなされており

ますので、それによりますと農家でない方につきましても農地の貸し借りができるとい

うことで、今後農地を有効利用していこうという動きがどんどん加速するのではないか

なというふうに思っております。

詳細につきましてはまた改めて農家の方、関係者の方にお知らせをさせていただきた

いというふうに思います。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 餅加工のことですけども、町長、先ほど来、日南町のモ

チ米はＪＡの指定を受けとるって言われますけども、どういう指定でありまし取うか。

ＪＡ全農の指定産地の指定はもう既に４年前に終わっておりますが。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 指定といいますか、町長の言われたのは契約で農協のほう

が必要数を何袋を確保してほしいというとこで契約をされると思うんですけども、その

契約部分のことということで、指定産地っていうのは全農の指定産地等であったという

ことは以前そうだったというふうに思っておりますけども、そこは取りあえず今はなく

なって、契約をした数量については ０００取で買取りをするというような形だという

ふうには思っておりますんで、町内のヒメノモチ生産農家については農協と契約されて

必要数を出荷されて、その必要数以上になったものについては一般の価格になるという

ような認識をしております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 町長も発言に気をつけていただきたいと思いますが、そ
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の ０００取取……。すみません、その前に餅加工販売は自の事業として位置づけてお

られるんですかということを聞きたいと思います。それの自の事業の５年度計画には上

がっていないということですから、指定管理のうちの５年間に餅の販売を始めたいとい

う、この文章からしても捉えられると思うんですが、それでよろしいですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 餅の加工につきましては、現状町内の事業者さんが限界と

いいますか、これ以上規模拡大が難しいというところがあるようですので、自社のほう

でこういった設備を投資をして製造販売をしたいというところで、５年間のうちにこう

いった取組をスタートさせるという計画というふうに認識しております。自の事業で。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほどの餅の関連のお話を私のほうで発言させてもらいました

けど、基本的には町内、ウルチもそうですけれども、モチもおいしい米として一般的に

認められてますよというところを表現した形で事業者に対してもそうですし、そういっ

た捉え方をさせていただいております。ですから、ち取っと発言の中で実際のところと

若干異なった表現になったかもしれませんが、そういう日南町は地域ですよっていうこ

とを申し上げたくてそういうお話をさせていただいて今回の餅の加工、そういうところ

につながってきているんではないかなというふうに思っておりまして、訂正もしながら

ということで、趣旨はそういう趣旨でお話をさせていただいたということが御理解いた

だければと思います。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） モチ米について、出荷されたものを農協から買われるの

か、直接サクセスが農家から買い付けをされるのかっていうところはまだ未確定の部分

もあろうかと思いますが、この ０００取取の販売に供するも米、これは何トン必要で

すか。生産量どれくらいです。

○議長（山本 芳昭君） まあ、販売取取にもよるしね。

坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） すみません、具体的なトン数とかっていうのは分からない

んですけども、農林課のほうで思うのは１２ヘクタールぐらい生産をして、１あ当たり

４５０キロぐらい取れるとしたら、５００キロですかね、１２ヘクタールで５００キロ

ぐらい取れるとしたら６０トン程度があれば足りるのかなというふうに今思っておりま

す。正確な数字でなくて申し訳ありません。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 先ほど増産といいまし取うか、生産拡大という話も出て

おりましたので、どの程度必要かまた報告をいただきたいと思います。

それと、タブレットの３０ページにあります維持管理についてですけども、サクセス

が調査を行い計画的にメンテナンスの計画を立てますということなんですけども、この
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辺についてどういう協議というか説明をされていますでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 施設の維持管理につきましては、現在町内ではないですけ

ども、県内の事業者のほうに保守点検等の管理をいただいておりますけども、書いてあ

るとおり７年目になりまして、だんだんと機器のほうも耐用年数がち取うど終わるとい

うようなときで、壊れてくるのかなというので、それで今当初予算に向けて従来の業者

のほうからも見積りをいただくようにしておりまして、併せてこのようなことがありま

したので、サクセスのほうにもどのような管理ができるかというとこで見積りを今お願

いをしている状況です。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 収支計画のところです。岡本議員が質問しましたけども、

町への返還取について業者側が提案をしてます。先ほどの答弁でこの返還取の算出基準、

明確に示されなかったと思うわけですけども、事業者がこういう数字を具体的に出した

っていうことは当然算出基準を持ってなり、ルールを持って計上しておると思うんです

が、具体的な算出基準、ルールについて説明をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほど申し上げましたけれども、計画段階でこういう気持ちが

ありますっていう表現であります。ですから、要はこれから議決をいただけるならば、

開始前までにはその辺の詰めはしていかないといけないというふうには思っております。

ですから、利益があったからすぐ全部っていう話ではないというふうに思っとりますが、

ですから、その辺の内容を具体的にはこれから詰めていく内容だろうというふうに思っ

てますが、基本的にはある程度の利益が得られた段階では、いわゆる還元という考え方

も持っていますということだけは承知できるのかなというふうに思ってます。ですから、

今後の詰めの事務的な話をさせていただくことになるというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） ヒアリングで即明確にされなかったっていうのは非常に

おかしいんじゃないかなと思います。 ０００取をトえる取取が計上されているわけで

すよね。大きな取取だと思いますよ、全体の収益の中からすると。もっと詰めが必要だ

ったと、ヒアリングされるべきだったと思います。しっかりとルール、基準を明確にし

ていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） トータルではいろいろプレゼンテーションされてますか

らいいと思うんですけども、やはり道の駅ですからレストランの質と強化は必要だと思

うんです。何か１つでもいいので例えばヒット商品が欲しい、それからスペース的な感

覚でち取っとやっぱり狭かったり、食事をするとき隣との距離感があったりする、それ

はなかなか難しいかもしれませんけども、それからデメリットの点っていうふうに書い
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てあります。やはり平日でも売上げがもう少し上がるような強化、努力は必要だと思う

んです。香川ですから、例えば香川と言えばうどんですよね。うどんの専門店でもいい

し、やはり他社にない、違うところ店舗にないようなものをもう少し特徴を出して本当

にレストランを、テラス席もあります。冬はち取っと寒いけども、ですからレストラン

の強化をできればもう少し図っていただきたいと思います。いかがでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 確認の意味ですが、指定管理ではありますが運営内容について

はち取っと非該当ということで御理解いただければと思いますが、ただおっしゃられる

ようにレストランですので、多くの皆さんが平日あるいは休日も含めて利用されており

ます。今回若干メニューも変えておられますので、そういったところの中でコロナ禍で

はありますけれども、少しずつ売上げが上がってきているのもレストランの１つの場所

でありますので、さらなる魅力あるレストランにっていうことは、私のほうからも改め

てお願いを申し上げたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時５分からといたし

ます。

午前１０時５０分休憩

午前１１時０４分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

議案第８６号の質疑を許します。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 日南邑についてですけれども、以前たしかフラワーセン

ターについても一緒に指定管理お願いするというようなお話もあったかと思うんですけ

れども、フラワーセンターについては今回指定管理の領域からは外れているようですが、

フラワーセンターの管理棟ですね。こちらは今回のには間に合わなかったということな

んでし取うか。それとも何かほかの理由を考えておられるのか教えてください。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今回、日南邑のほうにフラワーセンターの管理棟のほうは

含めておりません。いろいろ検討しておりましたけども、今回この事業の中に入れるの

はまだ町としての方向性も出ておりませんで、今回は外しております。引き続き町のほ

うで今１年管理をしておりますけども、そのように管理をしていきたいというふうに今

考えております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 具体的に使用するというような話もあったようですけれ

ども、それは普通財産としてお貸しして使用してもらうということなんでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。
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○農林課長（坂本 文彦君） もし使用したいという申出が出てくればそうかもしれませ

んけども、今のところそういったような問合せ等もございませんので、そこについては

かなり老朽化しておりまして、施設も傷んでおりますので、今後どうしていくかという

ところを今検討しております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） 事業計画の中で施設管理のところに見ますと、ソーラー

パネルの設置とかＬＥＤとかそういう施設を考えているということが書いてありますけ

ども、それについて、これは町のほうで事業を進めるわけですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） ソーラーパネル等のことにつきましては町のほうではなく

て事業者のほうが電気等も高騰しておりますので、そういったもので設置をして電力の

ほう自給自足ではないですけども、そういったことを検討したいというところでした。

ＬＥＤ化につきましては、こちらも事業者のほうの計画に上がっておりますけども、

町の施設ということもありますので、そこについては町のほうも町有財産でありますの

で、施設のＬＥＤ化等は検討していかなければならないというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ６番、荒木博議員。

○議員（６番 荒木 博君） じゃあソーラーパネルに関しては事業者が設置をすると

いうことでよろしいですか。ＬＥＤ化については町のほうで進めていくと、そういうこ

とでよろしいですね。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） ソーラーパネルにつきましては町のほうで設置はすること

はないというふうに思っております。

ＬＥＤ化につきましては、町有施設ＬＥＤ化のほうは徐々にですけど進めております

ので、省エネ等の観点の中で、そこについては町のほうも検討していきたいというふう

に考えております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） まず、同僚議員がフラワーセンターのことについて質問

をされました。指定管理に入っていないことについて、フラワーセンターの現地に私も

行ってみましたけども大変すさんだ状態です。一部邪魔になる雑木とか下草を刈ってあ

りますけども、テックの指定管理に向けておられる業者の方が伐開されたということで

すけども、非常に入り口にあるわけですよね、日南邑の。普通財産管理として今、前指

定管理をした業者が辞められた後、普通財産になっているわけだけども、この入り口に

あるフラワーセンターが非常に見た目も悪いし、窓ガラスは割れていたりして非常に見

苦しい状態にあると思いますので、これは今後検討していただきたいと思います。

あと、もう１点、星空撮影スポットの新設ということで事業の計画に上げてあります

けど、タブレットの４８ページ。日南町だけでなくて県内どこでも星空の町としてそれ
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ぞれ事業を行っているわけですけども、花見山から日南邑にかけて非常に星空が見るの

に絶好のシーンだと、私、日頃から星空のきれいな日には夕方出かけたりしていますけ

ども、口コミでもかなり広がっています。日南邑も宿泊される方は特に星空観察もいい

ですよということをアピールする、宿泊場所ですから合宿等で来られる方もあるかもし

れんけども、やっぱり宿泊に夜の星空観察、天体望遠鏡を町内にどのぐらいあるのかと

いうことも分かりませんけども、やっぱりそれなりの施設をしっかり設けて星空観察を

してもらうようなことを進められてはいかがかなというふうに考えましたけれども、こ

の新設の事業計画について、説明をしてもらいたいと思いますがどうでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 星空撮影スポットの新設というのが事業計画のほうにあり

まして、詳細な場所については質問等していなかったというところで具体的なところは

聞いてはいないんですけども、今キャンプ場を造られまして、その前側にウッドデッキ

というようなところを設置されております。そこからグラウンドのほうを見るとそこに

は照明がございませんので、暗いところで非常に星空がそこからもよく見えるというふ

うに、そこにはち取っと寝っ転がれるような簡易ベッドを置いて、それで星空を見ても

らうということも今されております。

新たなスポットとして新設も検討されているということだと思うんですけども、町内

どこも星空観察、ち取っと山のほうに上がったらきれいによく見えるとこだと思います。

各施設にはそういったところも売りにしながら今はインスタやＳＮＳ等で上げていただ

いて、日南町でキャンプをして星空を写すというようなところを出してもらったりして

おりますので、そういったところを活用しながら星空スポットとして本当によく見える

とこであれば、そういったもので紹介をしていくということを検討していただきたいな

というふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 先ほど同僚議員から、電気料取が高くなったということ

でソーラーパネルの検討をしてるということですが、これはその施設内の電気を賄うぐ

らいの電気量なのか例えば屋根の上だけするのか、場所的にとかそういった具体的な話

はありますか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 具体的なその容量的なものはち取っとないんですけども、

日南邑の裏の鹿牧場のほうにそういったものを設置をできないかという事業計画にはな

っておりました。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 通常でしたら購入取取、設置取取等いきますと大体８年

ぐらいで元が取れて、あと９年、１０年いくと収益が出てくるという大体計算が一般的

なんですが、これは５年間の指定管理なんで例えば建てることによって、次の替わった
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となったとき撤去であるとかそういったこともかかるんで、やはりそういったことにつ

いては、やっぱり町有の土地ですし、その辺はきちっと議会報告なり契約の内容とかそ

れにしとかないと、後でトラブルのことになると思うんですがいかがでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 議員の御発言のそのとおりだというふうに思っておりますので、

その辺はまた４月までには具体的な話を詰めさせていただきながら覚書、あるいは契約

っていうところを締結をしていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ４８ページの自の事業の計画書、令和５年度で新設とい

うことでラジコンカーのサーキット場新設、それから６年度には人工芝スキー場新設と

あります。結構な土地が必要になるかと思うんですけれども、実際に聞き取りの中では

この指定管理のエリアのどこら辺りを使ってこの施設を造られるか聞いていらっしゃい

ますでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 阪本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 事業計画の中でラジコンカーのサーキットにつきましては、

あか・しろ・きいろのところの駐車場を活用してというふうなイメージだったかと思い

ます。それと人工芝のスキー場ですけども、そこにつきましては、私たちもどこかなと

いうふうに思ったんですけども、キャンプ場からグラウンドに向けて大きな斜面がある

んですけどもそこをそり程度で子供たちが来て滑れるというような感じでそんな大きな

ものではなく、そういったところ、ああいった斜面を活用して、草を刈って芝生化じゃ

ないですけども、短い草にして草むらであれば肥料袋とか使って滑ることもできるのか

なと思ったりもしましたけども、そうではなくって、もう少し整備をしてああいったと

ころがそりでち取っと遊べるようなところになればキャンプで来られた方、日南邑に来

られた方も遊ぶことができるんではないかなということで提案をされておりました。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 新たな設備を造ったりということで経費が必要になるわ

けですけども、実際に提出のあってます収支の計画ですね、これにつきましては令和５

年から９年度、毎年同じ取取を見込んでいるというか、そういう形になっておるんです

けども、こういうような設備投資をされた中で取取はどの程度かかるか分かりませんけ

ども、やっぱある程度の取取はかかるんじゃないかと思うんですけども、そこら辺りの

収支に関して聞き取り等はされてますか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 具体的に各施設やその事業計画に沿った整備の費用につい

て、具体的な取取のほうは聞き取りをしておりません。現在、日南邑もゆきんこ村のほ

うも事業者のほうでいろいろ投資をしてもらって誘客に努めていただいているっていう

状況で、その部分で具体的な取取等は今回聞いておりません。
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○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） １点ほどお伺いします。前、道の駅もありましたが、こ

れの指定管理に対して応募された会社の数というのを、後から出ますけど、ゆきんこ村

も含めて教えていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回の日南邑及びゆきんこ村につきましては、いわゆる条例が

ありまして、指定管理に関する条例がありまして、いわゆるその最終的結果として１者

というところで審査をさせていただいております。あわせて今回条例状にもうたってあ

りますけども、要は公募によらないという形を取ることができるというふうに思ってお

りますので、その指針っていうか基本的な考え方を整理させていただいて、今回適用さ

せていただいたということであります。

ただ、その指針の内容については基本的には現在の管理が良好であることだとか、次

に対しての意欲があること、そういったところを基軸にしながら、公募によらないケー

スは１回限りですよっていう考え方を整理しておりますし、場合によっては仮に今回、

仮にの話ですけど、もし認めていただけないというような状況があるなら公募による指

定の再手続をさせていただくとか、そういったところを原則にしながら、要は引き続き、

今回の日南邑にしてもグラウンド辺りあるいはキャンプも含めてかなりの投資をされて

おります。ですから、ある程度投資をして回収するにもある程度の期間が必要だろうと

いうふうに思っておりますので、そういったところをさらなる投資も計画もありますし、

あるいは安定的なサービス提供をしていただくっていうことにはやっぱりそれなりの人

材育成っていうところもありますので、そういった観点を総合的に考えた中で、今回は

１者のいわゆる公募によらないという形を取らせていただいて、現状の皆さんの申請を

受けて、それをさらに審査をさせていただいて適正かどうかの判断をさせていただきな

がら議会提案をさせていただいたという経過があります。御承知いただきながら内容に

ついて皆さん方の御意見をいただき、承認を賜りたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） イベントのところでガーナ展と販売を年１回行うとあり

ます。これはガーナと何か関係があるのか、どなたか何か関係性があるのか、これはな

ぜガーナなんでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今の指定管理者のお知り合いの中でガーナの方がおられて、

その関係で交流というような形ではないんですけども、国際交流としても活用するフィ

ールドであったりしましたので、何かイベントをというところで、こういったイベント

も開催したいというふうに言っておられたというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） よろしいですか。

○議員（３番 櫃田 洋一君） はい。
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○議長（山本 芳昭君） 次に議案第８７号の質疑を許します。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ゆきんこ村さんで芝生化をした後、ここにも書いてある

んですけども、集客拡大事業ということでどういった大きくメリットがあったか、何か

町に情報があれば教えていただきたいですが。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 例えば、８月ぐらいからお客さんが増えてきたというか来場者

が増えてきたということと、併せてキャンプ場にも場所の提供にもされておられます。

私もこの間、この間言やあおかしいけど、１１月、先月ではありますけれども、土日あ

たりは何組かやっぱりキャンプをされておられました。ですから、そういったところの

誘客っていうところにはつながっているのかなというふうに思っております。ですが、

しっかりとした管理も事業者のほうでしていただいておりますので、そういった芝生化

に伴う効果が少しずつは出てきているというふうには、私自身は思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 町長、情報をつかんでおられます。私も９月の後半だっ

たんですが、土曜日の夕方にち取っと食事に行ったわけですよ。そうしますと芝生のグ

ラウンドのネットからずっとキャンプに来られてる方もすごく多かったんです。だから

場所にはもうないから外の駐車場にもテント張られて、ナンバー見ると大阪から四国か

ら大変多くの方が来ておられたということで、お聞きすると去年からこういうことでで

きますよっていうことで、相当、ゆきんこ村も頑張られてインターネットなりされて、

それから口コミが相当大きな評判を得たそうでございます。このような芝生化で集客拡

大されてること、町長もそういった情報つかんでおられることにつきましては、私はい

いなということで今後、やっぱり芝生化の中でこういった成功例もございますんで、今

後のこれは指定管理のことなんでここで置いときますけど、今日聞きたかったのは町長

が把握されてたということについて、私はよかったと思います。今後ともそういった形

でのゆきんこ村の芝生化についてはよかったなという評価、ありがとうございました。

答弁は結構です。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） タブレットの５７ページでし取うか、特記事項のところ

に指定管理を受けるに当たって修繕をお願いをしたいというところがあります。町長、

先ほどの説明で公募によらない、ある程度指名をしたような形で進められておる中で、

この３点の修繕の位置づけはどのように受け止めておられますか。そしてこの実態がど

ういうことなのか、そして町の対応はどう考えておられますか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 修繕だとか設備投資につきましては、随時行ってきたつもりで

ありますが、とはいいながら、経年劣化的な修繕ということも当然あるというふうに思
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っております。ち取っと具体的に内容を精査しながら取取等も含めてですが、できると

ころからやっていかないといけないというふうに思っていますので、それは現場の皆さ

んとのすり合わせをさせていただきたいというふうに思っております。特にクロスとか

っていう話になりますと、すぐにでもできる内容かなというふうには思っておりますが、

現場確認も含めて、あるいは現地の皆さんとの意見交換も含めながら当初予算のほうで、

あるいは年次的な計画の中で進めていきたいというふうな考え方を、基本的な考え方は

持っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 指定管理の応募の中でこういう条件的な記述を事前協議

の中で認めておったということですね、町としては。その辺の在り方についてどうでし

取うか。応募者側が受けるに当たってお願いしたい、いわゆる条件的な表現ですよね。

これをこういった事前協議も当然ある中で、こういう表現を認められたっていうことに

ついてすごく違和感もあるわけですけども、どういうスタンスなんでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には本来は、その他の特記事項があればという項目の中

でこういう状況、現状がありますっていうところだというふうに思っておりますが、基

本的には条件っていうことではなくて、現状報告的なところの意味合いだろうというふ

うに認識しておりますので、これがなかったら受けませんとかっていうことではないと

いうふうに認識はしております。ただ、修繕をお願いしたいっていう現場の声でありま

すので、それはしっかりとやはりどの業者が受けるにしても改善点っていうところは必

要だろうというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） よろしいですか。

以上で質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています、議案第８５号から議案第８７号は、審

議の都合により本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって議案第８５号から８７号は、質疑

までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第７ 議案第８８号 及び 日程第８ 議案第８９号

○議長（山本 芳昭君） タブレット６２ページから。

日程第７、議案第８８号日南町職員の給与に関する条例の一部改正について、日程第

８、議案第８９号、日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正について、以上、条例の一部改正関係２議案を一括議題とします。

各案につき提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。
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○町長（中村 英明君） 議案第８８号、日南町職員の給与に関する条例の一部改正につ

いて。次のとおり、日南町職員の給与に関する条例の一部を改正することにつきまして、

地方自治法第９６条第１項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律、このことが

施行されたことに伴いまして、日南町職員の給与に関する条例の一部を改正するもので

ございます。

大きく２点ですが、１点目は給料表等について令和４年の４月に遡及して改正するも

のでございます。平均の給与でございますが、全体で申し上げますと３％の引上げと

いう内容であります。ただし６級については改定がなしという内容です。

２点目ですが、勤勉手当の支給月数についての改正でございます。１月分の引上げ

という内容でございます。ただし令和４年度につきましては１２月に１月分、令和の

５年度からは６月と１２月にそれぞれ０５月を引き上げるという内容でございます。

施行期日ですが、この条例は公布の日から施行する。ただし、第２条の規定につきまし

ては、令和５年の４月１日からの施行という内容でございます。

続きまして、議案第８９号、日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部改正について。次のとおり、日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第９６条第１項の規定により

本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が施行された

ことに伴いまして、日南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する内容でございます。

内容的には給料表の改正を行う内容でございます。施行期日ですが、この条例は令和

５年４月１日からの施行という内容であります。御承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

○議長（山本 芳昭君） これより各案に対する質疑を許します。

まず、議案第８８号の質疑を許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 日南町職員の給与の改正についてですけども、実質３

％の引上げとなるということです、給料表により。この給料表を見ると若年、年齢の低

い職員ですよね、と勤務年数の職員に上げ幅が厚くなっているように感じますが、全体

として今年の４月１日に遡及するということなんですけども、全体としてどのぐらいの

人件費が引き上がっているのかという点が１点と、それからこの給料表は日南本庁舎勤

務の職員だけでなくて、日南病院等の職員についてもこの条例は当てはまるのでし取う

か。日南病院は独自の給料表を作っていると思いますけども、どうでし取うかという２

点をお聞きいたします。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。
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○総務課長（實延 太郎君） まず１点目でございます。特別会計も含めた形で試算をし

ております。２００取取弱の今回影響取でございます。

２点目でございますが、議員御指摘のとおり病院については別で整理をしております。

対象外でございます。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事○管理者（中曽 森政君） 日南病院の給料表について御説明します。

基本的に日南病院で適用しております給料表は、この行政職給料表、それから医療職

１表、医師の関係ですね。それから医療職２表、医療技術員、それから医療職３表、看

護職。行政職給料表以外に３つの給料表を適用しております。これも基本的に人事院勧

告に沿って、従来、改定してきておりまして、今後も日南病院の就業規定の中で、人事

院勧告に即して改定をしたいというふうに考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 次に、議案第８９号の質疑を許します。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 議案第８９号、会計年度任用職員の給与を引き上げると

いうことなんですが、これ、正職員の場合には勤勉手当の引上げということで、そちら

も引上げになってるんですが、会計年度任用職員の場合には勤勉手当が支給されないで

すね。それで、そちらの引上げはないと。これ、人事院勧告そのものが民間の支給状況

等を踏まえ勤勉手当に配分というふうにしているので、やむを得ないのかもしれないん

ですけれども、ただち取っと考え方として、格差があって問題だと言われている会計年

度任用職員のほうを上げずに、正職員だけ上げてるということに、すごく違和感を感じ

るんですけれども、これはどういった考え方なのかち取っと説明をしていただければと

思いますが。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 正職員もそうですが、会計年度任用職員につきましても、

正職員に準じて人事院勧告に基づいて、今回、改正をお願いする内容でございます。御

承知のとおり、会計年度任用職員制度につきましては、単年度で更新している、１年契

約の制度の中で、国においても議論はいろいろとされており、市町村に対してもアンケ

ート等、調査も入っている状況の中で、今後、情勢を見ながら、本町においても制度の

検討はしていく必要はあろうかと思いますが、現時点においては、従前に従って、今回

は給料表のみの改正の内容と整理しているところでございます。以上でございます。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 具体的に、そうすると、会計年度任用職員のほうが、遅

れて何か改定があるというような、そういうような話があるということなんでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 本町におきましては、来年度から適用するということで遡

及はしないと。ただし、以前にお認めいただきました改正の際には、下がる人事院勧告
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のときには、それはあ映しないということで行ってきた経過がございますので、今回は

来年度の４月１日から適用という形でさせていただきたいと思います。

詳細申し上げますと、年度当初で１年間の辞令交付、契約行為をしております。働き

方も、議員御指摘のとおり、会計年度さんの処遇というのはいろいろと議論がある中で、

一方では不要というような考え方等もあろうかと思います。様々な形で今、働き方を選

択していらっしゃる。年度当初に従って１年間はお勤めいただいております。

また、来年度以降の働き方については、今後、議論になろうかと整理をしているとこ

ろでございます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第８８号、議案第８９号は、審議の

都合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第８８号、議案第８９号は、

質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第９ 議案第９０号 から 日程第１５ 議案第９６号

○議長（山本 芳昭君） タブレット７９ページから。

日程第９、議案第９０号、令和４年度日南町一般会計補正予算（第６号）、日程第１

０、議案第９１号、令和４年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）、日程

第１１、議案第９２号、令和４年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）、日程

第１２、議案第９３号、令和４年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第１

号）、日程第１３、議案第９４号、令和４年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第２

号）、日程第１４、議案第９５号、令和４年度日南町下水道事業会計補正予算（第２

号）、日程第１５、議案第９６号、令和４年度日南町病院事業会計補正予算（第１号）、

以上、令和４年度補正予算関係７議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第９０号、令和４年度日南町一般会計補正予算（第６号）

でございます。

歳入歳出予算の総取に、歳入歳出それぞれ ４０９取 ０００取を追加しまして、歳 

入歳出予算の総取を歳入歳出それぞれ７１億 ９８８取 ０００取とする内容でござい 

ます。

地方債の補正につきましては、第２表、地方債補正を御覧いただければと思います。

のな補正の内容の説明をさせていただきます。

最初に歳入のほうですが、国最の支出取が８９取 ０００取。新型コロナウイルスの

ワクチン接種の対策費の負担取、あるいは道路改良事業費の補助取等、歳出事業費の追
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加、あるいは精査に伴います国最支出取を増減するものでございます。最終的な補正取

につきましては、増取であります。

県支出取ですが、２０取取ち取うど。保険基盤安定負担取、あるいはしっかり守る農

林の基盤交付取など、歳出事業費の精査に伴います県支出取を増減したものでございま

す。補正取とすれば、２０取取ち取うどの増取でございます。

繰入取ですが、マイナスですが、１億 ３９２取 ０００取でございます。前年度の 

繰越取の増取計上によりまして、財政調整基取の繰入取を減取するものでございます。

減取取につきましては、１億 ６９２取 ０００取でございます。また、国際交流基取 

の繰入取の増ということで、３００取ち取うどですが、見込んだ内容でございます。

繰越取ですが、１億 １２８取 ０００取ということで、さきの９月議会で承認いた 

だきました令和３年度分の決算によりまして、前年度の繰越取を増取し実取計上にする

ものでございます。

町債ですが、５６０取取ち取うど。過疎対策事業債の増ということで、ハード分がマ

イナスの６０取取、ソフト分が６２０取取の増ということでございます。

歳出のほうで、のな内容の説明をさせていただきます。

総務費の中の町有財産整備管理事務でございますが、３００取取ち取うど。町有財産

の維持管理に備えるための建物設備等の修繕費を増取させていただきたいという内容で

ございます。庁舎管理事務でございますが、３７２取 ０００取ということで、電気料

取の高騰によりまして、庁舎電気料の不足見込み分を増取をさせていただく内容です。

次に、庁用自動車管理事務でございますが、２４取 ０００取ということで、日本取防

協会からの取防車両の寄贈に伴いまして交付決定をいただきましたので、納車に係る諸

経費のほうを計上させていただきたいという内容です。

続きまして、民生費でございますが、障害者自立支援制度の運営事業でございます。

５６６取 ０００取ということで、障がい者福祉サービス等の報５改定によります５助

費の増取及び令和３年度事業費の確定に伴います、国県支出取の返還取を計上している

内容でございます。地域子育て支援事業ですが、１８８取 ０００取ということで、令

和３年度の事業費の確定に伴います、国県支出取の返還取を計上させていただいており

ます。生活保護総務費ですが、 ８３０取 ０００取ということで、先ほどの取の確定 

に伴う返還取を計上させていただいております。

衛生費ですが、予防衛生一般事業ということで、１５５取 ０００取。生後６か月か

ら４歳児を対象とします新型コロナワクチン接種確保事業について、必要の経費を計上

させていただいております。じんかい処理事業ですが、４７５取取。電気料取の高騰に

よります清掃センター電気料の不足見込み分を増取という内容でございます。病院の運

営事業でございますが、 ２５９取 ０００取。電気料及び営料の高騰によります日南 

病院への一般会計負担取を増取する内容でございます。

続きまして、土木費ですが、道路維持管理事業ですが、マイナスの１０２取 ０００
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取。除雪ドーザーの購入ですとか、機械修繕等の実施見込みによります除雪事業費の精

査による減取でございます。

教育費ですが、外国語の教育推進事業ということで、５５０取 ０００取。原教の価

格高騰、あるいは取安の影響等によります児童生徒の海外派遣費の増取をお願いするも

のでございます。のの管理運営事務ののののですが、１２８取 ０００取。電気料の高

騰によりまして、のののの施設電気料の不足見込み分を増取をさせていただきたいとい

う内容でございます。同じく、中のののほうが１６４取 ０００取ということで、内容

的には、同じく電気料取の高騰の不足分の増取をお願いする内容を計上させていただい

ております。

続きまして、議案第９１号、令和４年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）でございます。

事業勘定の歳入歳出予算の総取に歳入歳出それぞれ ３０６取取を追加し、歳入歳出

予算の総取を歳入歳出それぞれ６億 ００１取 ０００取とする内容でございます。 

のな補正内容ですが、最初に歳入でございます。県の支出取を ２８６取取。保険給

付費等の交付取、いわゆる普通交付取の増を見込んでおります。繰入取が２０取取とい

うことで、一般会計の繰入取の増を見込んでおります。

歳出のほうですが、保険給付事業で ３０６取取ということであります。一般歳保険

者分の保険給付事業の実施見込取の増ということで、増取をさせていただいております。

内訳的には、療内の給付費が ００６取取。高取の療内費のほうが２８０取取。内内諸

費ですが、２０取取という内訳でございます。

続きまして、議案第９２号、令和４年度日南町介護保険特別会計補正予算（第１号）

でございます。

ここにつきましては、歳出の款の組替えでありますので、予算総取には変更がないと

いう内容でございます。いわゆる事業勘定の歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当

該区分ごとの取取並びに補正後の歳入歳出予算の取取につきましては、第１表でありま

す歳入歳出予算の補正によるものでございます。

具体的な内容でございますが、歳出のほうの保険給付費を、マイナスの５９取 ００

０取とさせていただきたいという内容です。具体的には、特定入所者介護サービス費の

実績見込みによります減取及び介護サービスの給付費の実績見込みによります増取を見

込んだ内容でございます。次、款のほうの地域支援事業費のほうですが、同取の、同取

いいまし取うか、５９取 ０００取でございます。介護予防の普及啓発事業、あるいは

介護予防のケアマネジメント事業費等に係る職員人件費の精査による増取でございます。

説明は以上です。

続きまして、議案第９３号、令和４年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算

（第１号）でございます。

歳入歳出予算の総取に歳入歳出それぞれ２００取 ０００取を追加しまして、歳入歳
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出予算の総取を歳入歳出それぞれ ０３３取 ０００取とする内容でございます。 

内訳ですが、最初に歳入のほうですが、サービス収入ということで２００取 ０００

取。介護予防サービス計画費の収入ですが、いわゆる介護報５のほうが増取を見込んで

おります。

歳出のほうですが、歳歳介護支援事業ということで２００取 ０００取。介護予防支

援ケアマネジメント業務の委託の実績見込みによります増取をお願いする内容でござい

ます。

続きまして、議案第９４号、令和４年度日南町簡易水道事業会計補正予算（第２号）

でございます。

最初に、収益的収入及び支出の３条予算の関係でございますが、その中で、営業外収

益の中の雑収益を４０取見込んでおります。具体的な内容につきましては、落雷の歳害

によります保険給付取を４０取見込んでおりまして、日野上地内の施設の落雷防護器、

６か所分という内容でございます。

支出のほうでございますが、営業費用のほうの原水及び浄水費が４０取。配水及び給

水費が２５０取。総係費が２２取 ０００取の支出の増取をお願いする内容でございま

す。

支出の具体的な内容ですが、先ほど収入にも上げましたけれども、原水及び浄水費の

ほうが、日野上地内の施設の落雷防護器が６か所を修繕するということの内容で、４０

取取でございます。配水及び給水費のほうが、いわゆる漏水調査を行いまして、それに

伴います管路の修繕費の増取を、２５０取を計上させていただいております。多里地区

だとか、下石見地区ということで、修繕を９か所行う予定としております。総係費であ

りますが、いわゆる職員の給与に関する期末勤勉手当の不用取、あるいは共済組合の負

担取の不足見込みという内容でございます。

続きまして、４条予算の資本的収入及び支出の関係でございますが、収入のほうが、

保険給付費として２３０取取という内容でございます。先ほどありました日野上地区の

落雷の関係に伴いまして、取水井の水位計、あるいは滅菌器の更新費用という内容で保

険給付費をいただく予定としております。支出のほうが、水道改良事業費として２３０

取を見込んでおります。施設整備費の中で、先ほど申し上げました漏水調査の結果によ

ります宮内地区の給水の布設管の布設替え、あるいは日野上地区の取水井の水位計、滅

菌器の更新費用を見込んでおる内容でございます。

また、第５条のほうではありますが、議会の議決を経なければ流用することができな

い経費の中の予算の第６条中、職員給与費７１３取 ０００取を７３５取 ０００取に 

改める内容です。補正の増取が２２取 ０００取という内容でございます。

続きまして、議案第９５号、令和４年度日南町下水道事業会計補正予算（第２号）で

ございます。

支出のほうの営業費用の中のポンプ場費として、５０取取を補正をさせていただいて
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おります。具体的には、生山地内のマンホールポンプの制御盤の施設の修繕を２か所お

願いをしたいという内容でございます。

続きまして、議案第９６号、令和４年度日南町病院事業会計補正予算（第１号）でご

ざいます。

最初に、３条の収益的収入及び支出のほうでございますが、その中の医業収益中の入

院収益をマイナス ４９９取取。医業外収益の中の補助取を １４３取 ０００取。ま  

た、他会計負担取のほうを ２５９取 ０００取補正する内容でございます。 

具体的には、入院患者の減少に伴います入院収益のほうの減取及び鳥取県の新型コロ

ナウイルスワクチン個別接種ナ進支援に係る補助取、これが５１４取 ０００取を見込

んでおります。また、鳥取県の新型コロナウイルス感染症入院病床確保事業費補助取、

６２８取 ０００取という補助取の増取を見込んでおります。また、原教価格、物価 

高騰によります他会計負担取の増取を、 ２５９取 ０００取を見込んでおるとこでご 

ざいます。

費用のほうですが、医業費用としまして、その中の材料費を３１０取取。経費としま

して、 ５９４取 ０００取を見込ませていただいております。先ほど、収入のほうで 

も申し上げましたけれども、新型コロナウイルスの感染の対応に伴う診療材料の増取、

あるいは原教価格の高騰によりますその対応のための光熱水費、あるいは営料費の増取、

また、医療機器施設整備の修繕などの実績の増加に伴います修繕費の増取を内容とした

ものでございます。

次、資本的収入の収支のほうでございますが、資本的収入の中の国県補助取ですが、

１４取 ０００取を見込ませていただいているところであります。内容的には、新型コ

ロナのウイルス感染症拡大に伴うオンライン面会に対応する機器の購入に対する財源と

して、鳥取県新型コロナウイルス対策の非接触型面会支援事業費の補助取の申請する内

容でございます。

支出のほうとしましては、有形支定資産の購入費として、１９２取 ０００取を計上

させていただいております。先ほど収入にも申し上げましたが、オンライン面会のため

のパソコンの購入、あるいは定期点検のほうで故障等が発覚しました除細動器の更新に

よる有形支定資産の購入をお願いをしたいというふうに思っております。内訳的には、

面会用のパソコンが１６取 ０００取、除細動器が１７６取取ち取うどでございます。

こうした内容でございます。

以上、補正予算関連の説明をさせていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

○議長（山本 芳昭君） これより、各案に対する質疑を許します。

まず、議案第９０号、令和４年度日南町一般会計補正予算（第６号）から質疑を行い

ます。１５３ページからの補正予算説明附属資料に沿って、各課ごとに質疑を許します。

初めに、タブレット１５４ページ上段から１５５ページ、総務課について質疑を許し
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ます。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） １５５ページの下段の庁用自動車管理事務で、先ほど取

防車両の件が出ましたが、この取防車両はどのような取防車両でし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 御質問にお答えします。

下段の説明書きに寄贈予定車両を書いております。三菱エクリプスクロスＳＵＶ、４

ＷＤ車でございます。こちらでございます。一般的にはスポーツ用多目的車と呼ばれて

いる車両でございますが、例えるならば、よく道路パトロールで使われているような車

両をイメージしたような車両でございます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ということは、各分団が持っている取防車両じゃなしに、

町として持つ車両ですね。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 説明、不足しておりました。議員、お見込みのとおりでご

ざいます。なお、現在使っております取防広報車につきましては、廃車なり、予定をさ

せていただいておるところでございます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） そしたら、同じところですけれども、そうすると取防署

の広報車との入替えということですかね。何か、この車両は防災用にも、電気バッテリ

ーも積んでるので、防災用にも使える車だとは思うんですけれども、そういう用途では

なく、あくまでも取防用途という、そういうことでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） あくまでも町有の、何か有事であるとか、パトロール、広

報等、現在使用しております車両に代わって使用したいということで考えておる車両で

ございます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） １５５ページ上段のとこで、全ての課に関わることなん

ですけども、今回の補正による給料、手当、共済費等を含めた、いわゆる給与費の総取

の増減について説明をいただきたいと。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） このたび、補正全般でお願いしました給与でございますが、

一般会計におきましては、プラス・マイナスをゼロとして調整をさせていただきました。

したがいまして、増減なしということで御理解賜ればと思います。

ちなみに、先ほど御質問いただきました人勧に伴います関係で、一般的には上がるも

のと思って試算も行いましたが、現在の給与減取の中で働く中で、若干、休職であると
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か、そういったち取っと状況もありました。現予算で執行できると見込んでいるところ

で、今回はプラス・マイナス・ゼロと整理させていただいております。以上でございま

す。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） そうしますと、ほぼ、４月１日の人事異動に係る増減だ

というふうに理解をいたしますけども、やっぱりその予算の管理、当初予算の意義から

して、例えば４月異動に伴うものでしたら６月議会で補正をするとか、そういう対応が

求められるんではないかなと思っております。といいますのは、今回、総取に増減はな

くて、そして給与費については他の項目に流用もできないという規定になっていますか

ら、基本的に大きな問題にはならないわけですけども、予算の編成、あるいは当初予算

の意義、そして予算の管理からして、もっと事案が発生したら直ちに補正をすべきだと

考えます。いわゆる事業費精査による補正などとは違うわけですから、その辺のことに

ついて認識を、説明をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 御指摘いただきました点につきましては、より明瞭となる

ようには、今後、工夫もしてまいりたいと思いますが、去る９月議会におきまして、い

わゆる御指摘ありました人事異動に伴います整理をさせていただいたつもりでございま

したが、改めまして、議員御指摘の趣旨に鑑みた、今後、予算書ではございますが、参

考資料という形でし取うか、資料の出し方につきましては整理もさせていただきたいと

思います。御理解のほどよろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） １ページですね、補足資料の１ページになります。タブ

レットでいったら１５４ページの下段のほうで、凍結破損等による、それに備えるため

の予算が計上されておりますが、毎年、やむを得ないことによってそういった破損が生

じるわけですが、ただ、防げる事故というのもあると思います。そういった、防ぐため

のマニュアルづくりであったり、点検の組織づくりであったり、チェックする機能とい

うものは、要するに庁舎内で共有されているのか、またそういったことを作成されてお

られるのか、お伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 修繕に関します詳細のマニュアルというものは、庁内統一

的見解のものは、持ち合わせてはおりません。しかしながら、適正な使い方をする一方

で、老朽化も生じてまいります。あるいは、不慮の事故等によりまして、急な修繕が必

要な場合もございます。現在は適宜対応しているところでございますが、記載させてい

ただいたところを含めまして、議員御指摘の内容については、今後、正しい公共施設の

管理の在り方としては、今後の予算編成でも検討してまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。以上です。
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○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） やはり、今までの事例として、どういった箇所が凍結に

よる事故が発生するかというのは、十分、誰も承知しておられると思います。やはり、

そういった重点的なところは、特に誰が見るのか、人に任せるでなしに誰が見るのかい

うのは、やはり十分、庁舎内で共有しておく必要があると思いますので、よろしくお願

いします。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 今、御意見いただきました。過去の事例から見ましたとこ

ろは注意するように共有はしたいと思いますし、今後、不慮の発生によりまして行うと

ころも、そういった形で努めてまいりたいというふうに思います。以上でございます。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１５６ページ、住民課について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、１５７ページ上段から１６０ページ上段、福祉保健課に

ついて質疑を許します。

〔質疑なし〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、１６０ページ下段から１６２ページ上段、建設課につい

て質疑を許します。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 漏水のところですね。

○議長（山本 芳昭君） 特別会計ですか。

○議員（１番 大西 保君） 特別会計か。その後ですか。

○議長（山本 芳昭君） はい。

○議員（１番 大西 保君） すみません。

○議長（山本 芳昭君） よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

次に、１６２ページ下段から１６３ページ、教育委員会について質疑を許します。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） １６２ページ下段の外国語教育推進事業ということで、

シアトルへの派遣ということなんですけれども、希望者の方は全員行けるということな

んですが、そもそも希望しない人もいる、希望できない人もいるということ、というふ

うに私は認識しています。義務教育の中で、こういった能力とか、もしかしたら経済的

状況とか、あるいは意欲も含めてですけれども、そういったことについての、その差が

生じてしまうという事業をやることの意義というのを、改めて教育長にお聞きしたいん

ですけれども、いかがでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 青戸教育長。

○教育長（青戸 晶彦君） このたびの、このシアトル派遣については、議員おっしゃる

ようなことっていうのも考えなきゃいけない部分ではあるかもしれませんが、ぜひ意欲
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を持って行きたい、この中身的にいえば、シアトルに行っていろいろな目的を達成した

いという子供の願いというものが、非常に、目的ですよね。それが、目的が非常にはっ

きりしている部分っていうのが、今回、私も初めて携わって感じたところです。そうい

った部分は、やっぱり我々大人が後押しをしてやるっていうことが非常に大事だなと。

それによって、子供の将来、あるいは夢がかなう、そういったことっていうのが大きい

なというふうに感じました。そういう部分からも、ぜひ行きたい、行って勉強してきた

い、そういう子供を大いに育てたいというふうには感じておるところでございます。以

上です。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 教育方針として、意欲のある子供たちを育てたいという

ことはよく分かるんですけれども、現実問題として、高の以上ならいいですよ。高の以

上なら能力も関係してきますし、意欲ということも、当然、義務教育じゃないですから

関係してくるわけですけれども、義務教育の段階で、その意欲が直接その教育内容に関

わってくるということが、果たして適当なことなのかどうかということを思うんですが、

どうでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 青戸教育長。

○教育長（青戸 晶彦君） 子供のやっぱり意欲っていうのは、幼いからとか、年取って

るって言やち取っと語弊がありますね。中のだ、高のだっていうふうなことっていうの

は、私は当てはまらないんじゃないかなと思います。やはり、子供の意欲を思う存分、

やっぱり育ててやらないことには、いろいろな目的には達成できないんではないかな。

それはやっぱり、先ほども言ったように、大人が後押しをしてやるっていうことってい

うのが、一番、私は大事な部分ではないかなというふうには思います。確かに、議員お

っしゃるように、全員が行くっていうところっていうのも、一つは考えられることでは

あるとは思いますが、今の段階では、シアトルの派遣については、ぜひ行って勉強して

きたいというふうな子供の後押しをしてやるのが、我々の務めかなというふうなことを

思っておるところです。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） このシアトルのことです。さきの全協で、私もいろいろ

質問しました。

例えば、具体的に春休みの期間に施行されますよね、この催行されますよね。ですか

ら、たまたま中の生が２０人という予算なんですけども、なぜ春休みに催行されるのか。

要するに、中の生、今、在の生は六十数名ですか、７０名近くいられますよね。今、教

育長おっしゃった、ぜひ意欲ある人を派遣したいということをおっしゃいましたけども、

やっぱり全ての中の生を対象にしている事業ではないですよね。ですから、そういう選

別をする、義務教育課程にあって、選別する事業はどうなのかなと、私も最初から思っ

てました。
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あえてするのであれば、広く町民全体に、国際交流という観点から考えれば、これは

教育課ではない企画課になるのかもしれませんが、国際交流を本当に進めたいというこ

とであれば、全町民を対象に希望者を募って催行、企画されたらいいじゃないかという

ふうに思いますので、教育課の仕事とは若干離れているんではないかなということを、

意見として申し上げて終わります。

○議長（山本 芳昭君） 最後に、説明附属資料にありませんが、議会事務局、企画課、

農林課について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 令和４年度日南町一般会計補正予算（第６号）について、質疑

漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で議案第９０号の質疑を終わります。

次に、１６４ページ、議案第９１号、令和４年度日南町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）の質疑を許します。

５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） １点ほどお聞きします。この予算が上段、下段合わせま

して ２８０取の国保の会計になっておりますが、１０８ページにおいての説明では、

上段の保険給付取のほうに審査手数料の６取取、それから下段の、一緒ですね、保険給

付事業のほうで内内諸費で２０取というのが載っておりまして、総取が ３０６取取の

補正が１０８ページには示されておりますが、これの違いというのはどういう観点から

ですか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） お答えいたします。

本資料の補正予算説明附属資料につきましては、この会計問わず、取取のの取なもの

につきましては、事務の簡略化を図るために省略させていただいておる関係で、不突合

が生じている内容でございます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） の取が記載されてないのは前から聞いておりましたけど、

この２０取についても、何十取からが記載すべき取取になるわけですか。２０取はの取

の部類に入るわけですか。

○議長（山本 芳昭君） 議運で話を。

實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 現在は、内容でも執行部として重要であると、先ほど取防

車両の話は上げさせていただいておりましたが、基準は１００取取というのを目安にさ

せていただいております。以上でございます。

○議長（山本 芳昭君） この件につきましては、議運の中でも協議をしていただいてお

－４４－



ると、私は理解しておりますので、よろしくお願いをいたします。

次に、１６５ページから１６７ページ、議案第９２号、令和４年度日南町介護保険特

別会計補正予算（第１号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第９２号の質疑を終わります。

次に、１６８ページ、議案第９３号、令和４年度日南町介護サービス事業特別会計補

正予算（第１号）の質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第９３号の質疑を終わります。

次に、１６９ページ、議案第９４号、令和４年度日南町簡易水道事業会計補正予算

（第２号）の質疑を許します。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 管路の漏水のところですね。調査して、修繕されるわけ

ですけれども、当初予算に対して３２０取を２５０取増ということで、取取率でいくと

高いんですが、これの漏水率を何ぼ、幾らから幾らに改善にされるのかをお聞きしたい

んですが。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊建設課長。

○建設課長（渡邊 輝紀君） 漏水につきましては、このたび、調査のほうを業者に委託

して、させていただきました。それで、漏水率ですが、有収率のほうが当初、３年度の

決算では７⒊１％でございました。このたびの調査で、修繕によりまして、９２％へ

向上するということで見込んでおります。

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第９４号の質疑を終わります。

説明附属資料にはありませんが、議案第９５号、令和４年度日南町下水道事業会計補

正予算（第２号）について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で、議案第９５号の質疑を終わります。

次に、１７０ページ、議案第９６号、令和４年度日南町病院事業会計補正予算（第１

号）の質疑を許します。

２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 面会用のパソコンですけれども、これにつきましては、

今回を含めて何台目になるかということと、実際にオンライン面会を利用されている回

数、これを伺います。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） 御質問の件、お答えいたします。

まず、現在使用しておりますのは病棟に１台ずつございまして、これはタブレットを

利用しております。
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最近、オンライン面会を希望される方がお見えになられるのが、複数名来られるケー

スが増えてまいりました。タブレットでございますと、非常に画面がのさく、面会して

いただくのに、やはりもう少し大きい画面がという要望もありまして、今回は、タブレ

ットではなくモニターを大きくして、少しでも皆さんに一緒に見ていただけるというよ

うな形のものを、今回、計上させていただきました。

なお、面会の数でございますが、やはり毎月、少しずつ増えていっております。また、

その内容も、先ほど申しましたように、１回に複数名来られておりまして、大体、平均

ですと、過去３か月、大体１５から２０の間、組ですね。組、月にですね。ですんで、

１日、土日、平日も合わせてそれぐらいの御来院の方がお見えになられておるというふ

うなことでございます。以上でございます。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） かなりの数の方が利用されとるということで、面会する

ためには、看護師の方が対応しなければならないと思うんですが、これはやっぱり看護

師が対応されとるんですか。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） 基本的に、平日は事務部員が対応のほうをしておりま

すが、患者様のほうにつきましては、やはり看護師、あるいは介護職員ですね。両方と

もに１人ずつ、やはり係が必要でございますので、どうしてもそういうふうな形でござ

います。

○議長（山本 芳昭君） 岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） そうなりますと、看護師の方が、このオンライン面会の

ためにオーバーワーク。それでなくてもコロナ対応で非常に忙しい状況だと思うんです

が、そこら辺の人的な対応は、問題はないんでし取うか。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） 面会者のほうにつきましては、我々事務のほうで場所

を指定して、業務に差し支えないように対応のほうさせていただいておりますので、い

わゆる患者様の対応につきましては、やはり現場でございますので、時間を決めて、事

前に何日に、何時にっていうことを決めてさせていただいて、業務に差し支えないよう

に、一応、実施させていただいております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） このオンライン面会の関連ですけども、あかねの郷なん

かは、例えばオンライン面会するときに、自分の家のスマホなんかでも面会できるんで

すけども、このオンライン面会が、日南病院の場合は、現場に、日南病院に行ってする

んですか。家でも、今日は病状どうなのかなといって気になる人は、家でもスマホやパ

ソコンがあれば面会できるんでし取うか。ち取っとその具体的な、技術的なことを教え

てください。
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○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） 御指摘の件でございますが、その技術があれば、もち

ろん家であっても、日本全国どっからでも、することは可能でございます。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） それと、もう一つこの修理不能のための除細動器ですね。

ち取っと私、素人なんで、どんな機器か教えてください。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） これ、除細動器という表現でございますが、すみませ

ん、場所が、これは救急処置室にございます。いわゆる心臓停止の状況において、電気

的なショックを与えて、そういった処置に使う機材でございます。簡単、簡単って申し

まし取うか、よくＡＥＤ、あれの専門的な、要は同じ原理なんですが、それの医師が使

う機械でございます。

○議長（山本 芳昭君） 以上で議案第９６号の質疑を終わります。

質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第９０号から議案第９６号の補正予

算関係７議案は、審議の都合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第９０号から議案第９６号

の本日の審議は、質疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

本日はこれで散会にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉じ、

散会とすることに決定しました。

ついては、１２月８日の本会議は、別に通知をしませんので、定刻までに御参集いた

だきますようお願いします。

本日はこれで散会とします。お疲れさまでした。

午後０時２８分散会
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